
平 成 27 年 度 

滝 川 市 保 育 料 負 担 区 分 表（暫定） 

（単位：円） 

階層区分 
定             

義 

保   育   料（月 額） 

２号認定 
１号認定（暫定） 

保育標準時間 保育短時間 

第１ 
生活保護法による被保護

世帯（単給世帯を含む） 
０ ０ 

生活保護法による被保護世

帯（単給世帯を含む） 
０ 

第２ 市民税非 課 税 世 帯 ５，０００ ４，９００ 市民税非課税世帯 ３，０００ 

第３ 
市民税所得割課税額 

４８，６００円未満 
１４，５００ １４，２００ 

所得割77,100円以下 １６，１００ 

第４ 
市民税所得割課税額 

９７，０００円未満 
２４，０００ ２３，５００ 

第５ 
市民税所得割課税額 

１６９，０００円未満 
３７，０００ ３６，３００ 

所得割211,200円以下 ２０，５００ 

第６ 
市民税所得割課税額 

３０１，０００円未満 
４５，０００ ４４，２００ 

第７ 
市民税所得割課税額 

３９７，０００円未満 
４５，０００ ４４，２００ 

所得割211,200円以上 ２５，７００ 

第８ 
市民税所得割課税額 

３９７，０００円以上 
４５，０００ ４４，２００ 

 

 

 

階層区分 
定             

義 

保   育   料（月 額） 

２号認定（第２子） 
１号認定（第２子：暫定） 

保育標準時間 保育短時間 

第１ 
生活保護法による被保護

世帯（単給世帯を含む） 
０ ０ 

生活保護法による被保護世

帯（単給世帯を含む） 
０ 

第２ 市民税非 課 税 世 帯 ２，５００ ２，４５０ 市民税非課税世帯 １，５００ 

第３ 
市民税所得割課税額 

４８，６００円未満 
７，２５０ ７，１００ 

所得割77,100円以下 ８，０５０ 

第４ 
市民税所得割課税額 

９７，０００円未満 
１２，０００ １１，７５０ 

第５ 
市民税所得割課税額 

１６９，０００円未満 
１８，５００ １８，１５０ 

所得割211,200円以下 １０，２５０ 

第６ 
市民税所得割課税額 

３０１，０００円未満 
２２，５００ ２２，１００ 

第７ 
市民税所得割課税額 

３９７，０００円未満 
２２，５００ ２２，１００ 

所得割211,200円以上 １２，８５０ 

第８ 
市民税所得割課税額 

３９７，０００円以上 
２２，５００ ２２，１００ 

 

※第３子は無料（但し、対象となる子どもの数の数え方は、保育所と幼稚園で異なる） 


